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(57)【要約】
　患者内への計画した切開点を経る計画されたツール軌
道を用いる低侵襲処置のためのロボット手術システムで
ある。該ロボット手術システムは、光学エンドエフェク
タ５０（例えば、レーザポインタ又は内視鏡）、ＲＣＭ
ロボット４０（例えば、同心弧ロボット）及びロボット
コントローラ６０を使用する。動作時において、ロボッ
トコントローラ６０は、ＲＣＭロボット４０による光学
エンドエフェクタ５０の患者に付着された１以上のマー
カに対する光学的照準合わせを制御すると共に、更にＲ
ＣＭロボット４０による光学エンドエフェクタ５０の当
該患者のボリューム画像内に示される計画されたツール
軌道への軸合わせを、前記光学的照準合わせから導出さ
れた当該患者のボリューム画像内に示される計画された
切開点への遠隔運動中心の位置合わせに基づいて制御す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計画された切開点を経る患者内への計画されたツール軌道を用いる低侵襲処置のための
ロボット手術システムであって、
　光学エンドエフェクタと、
　ＲＣＭロボット自身の構造により定まる遠隔運動中心の回りで前記光学エンドエフェク
タを回転させることができるＲＣＭロボットと、
　ロボットコントローラと、
を有し、
　前記ロボットコントローラは、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボットによ
る前記患者に付着された少なくとも１つのマーカに対する前記光学エンドエフェクタの光
学的照準合わせを制御し、
　前記ロボットコントローラは、更に、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボッ
トによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画されたツール軌道への前記光学
エンドエフェクタの軸合わせを、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された前記少
なくとも１つのマーカに対する前記光学エンドエフェクタの光学的照準合わせから導出さ
れた前記患者のボリューム画像内に示される前記計画された切開点への前記遠隔運動中心
の位置合わせに基づいて制御する、
ロボット手術システム。
【請求項２】
　前記ＲＣＭロボットが、前記光学エンドエフェクタを遠隔運動中心の回りで回転させる
ためのピッチ自由度及びヨー自由度を有する同心弧ロボットである、請求項１に記載のロ
ボット手術システム。
【請求項３】
　前記ＲＣＭロボットを前記患者に対して位置決めすることができるロボットプラットフ
ォームを更に有し、
　前記ロボットコントローラは、前記ＲＣＭロボット及び前記ロボットプラットフォーム
と通信して、該ＲＣＭロボット及びロボットプラットフォームにより前記患者に付着され
た前記少なくとも１つのマーカに対する前記光学エンドエフェクタの光学的照準合わせを
制御し、
　前記ロボットコントローラは、前記ＲＣＭロボット及び前記ロボットプラットフォーム
と通信して、該ＲＣＭロボット及びロボットプラットフォームによる前記患者のボリュー
ム画像内に示される前記計画されたツール軌道への前記光学エンドエフェクタの軸合わせ
を、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対す
る前記光学エンドエフェクタの光学的照準合わせから導出された前記患者のボリューム画
像内に示される前記計画された切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせに基づいて制御
する、
請求項１に記載のロボット手術システム。
【請求項４】
　前記光学エンドエフェクタはレーザビームを放出するレーザポインタであり、
　前記ロボットコントローラは、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボットによ
る前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対する前記レーザポインタによる
レーザビームの放射の光学的照準合わせを制御し、
　前記ロボットコントローラは、更に、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボッ
トによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画されたツール軌道への前記レー
ザポインタによるレーザビームの放射の軸合わせを、前記ＲＣＭロボットによる前記患者
に付着された前記少なくとも１つのマーカに対する前記レーザポインタによるレーザビー
ムの放射の光学的照準合わせから導出された前記患者のボリューム画像内に示される前記
計画された切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせに基づいて制御する、
請求項１に記載のロボット手術システム。
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【請求項５】
　前記光学エンドエフェクタは視野を持つ内視鏡であり、
　前記ロボットコントローラは、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボットによ
る前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対する前記内視鏡の視野の光学的
照準合わせを制御し、
　前記ロボットコントローラは、更に、前記ＲＣＭロボットと通信して、該ＲＣＭロボッ
トによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画されたツール軌道への前記内視
鏡の視野の軸合わせを、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された前記少なくとも
１つのマーカに対する前記内視鏡の視野の光学的照準合わせから導出された前記患者のボ
リューム画像内に示される前記計画された切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせに基
づいて制御する、
請求項１に記載のロボット手術システム。
【請求項６】
　前記光学エンドエフェクタを前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカと関連
して撮像するカメラを更に有し、
　前記ロボットコントローラが、前記ＲＣＭロボット及び前記カメラと通信して、前記Ｒ
ＣＭロボットによる前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対する前記光学
エンドエフェクタの光学的照準合わせを制御する、
請求項１に記載のロボット手術システム。
【請求項７】
　計画された切開点を経る患者内への計画されたツール軌道を用いる低侵襲処置のための
ロボット手術方法であって、
　ＲＣＭロボットが、光学エンドエフェクタを前記患者に付着された少なくとも１つのマ
ーカに対し光学的に照準合わせするステップと、
　位置合わせモジュールが、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された前記少なく
とも１つのマーカに対する前記光学エンドエフェクタの光学的照準合わせから、前記患者
のボリューム画像内に示される前記計画された切開点への遠隔運動中心の位置合わせを導
き出すステップであって、前記遠隔運動中心が前記ＲＣＭロボットの構造により定まるス
テップと、
　前記ＲＣＭロボットが、前記患者のボリューム画像内に示される前記計画されたツール
軌道に対して前記光学エンドエフェクタを、前記位置合わせモジュールによる前記患者の
ボリューム画像内に示される前記計画された切開点に対する前記遠隔運動中心の位置合わ
せに基づいて軸合わせするステップと、
を有する、ロボット手術方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのマーカは複数のマーカを含み、該複数のマーカの各マーカが固有
の形状を有する、請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項９】
　ロボットコントローラが、前記光学エンドエフェクタを前記患者に付着された少なくと
も１つのマーカに対し光学的に照準合わせすると共に該光学エンドエフェクタを前記患者
のボリューム画像内に示される前記計画されたツール軌道に対して軸合わせするために前
記ＲＣＭロボットをサーボ制御するステップを更に有する、請求項７に記載のロボット手
術方法。
【請求項１０】
　前記光学エンドエフェクタは前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカを撮像
し、
　前記ロボットコントローラは、前記光学エンドエフェクタを、前記患者のボリューム画
像内に示されると共に前記光学エンドエフェクタにより撮像される前記少なくとも１つの
マーカの一致に基づいて前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対し光学的
に照準合わせするようサーボ制御する、
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請求項９に記載のロボット手術方法。
【請求項１１】
　前記光学エンドエフェクタはレーザビームを放出するレーザポインタであり、
　前記ＲＣＭロボットは、前記レーザポインタによるレーザビームの放射を前記患者に付
着された前記少なくとも１つのマーカに対して光学的に照準合わせし、
　前記位置合わせモジュールは、前記患者のボリューム画像内に示される前記計画された
切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせを、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着
された前記少なくとも１つのマーカに対する前記レーザポインタによるレーザビームの放
射の光学的照準合わせから導き出し、
　前記ＲＣＭロボットは、前記レーザポインタによるレーザビームの放射を、前記位置合
わせモジュールによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画された切開点への
前記遠隔運動中心の位置合わせに基づいて、前記患者のボリューム画像内に示される前記
計画されたツール軌道に軸合わせする、
請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項１２】
　前記光学エンドエフェクタは視野を持つ内視鏡であり、
　前記ＲＣＭロボットは、前記内視鏡の視野を前記患者に付着された前記少なくとも１つ
のマーカに対して光学的に照準合わせし、
　前記位置合わせモジュールは、前記患者のボリューム画像内に示される前記計画された
切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせを、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着
された前記少なくとも１つのマーカに対する前記内視鏡の視野の光学的照準合わせから導
き出し、
　前記ＲＣＭロボットは、前記内視鏡の視野を、前記位置合わせモジュールによる前記患
者のボリューム画像内に示される前記計画された切開点への前記遠隔運動中心の位置合わ
せに基づいて、前記患者のボリューム画像内に示される前記計画されたツール軌道に軸合
わせする、
請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項１３】
　カメラが前記光学エンドエフェクタを前記患者に付着された前記少なくとも１つのマー
カと関連して撮像するステップを更に有し、
　前記ＲＣＭロボットが、前記光学エンドエフェクタを、前記カメラによる該光学エンド
エフェクタの前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカとの相対的な撮像に基づ
いて、前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカに対し光学的に照準を合わせる
、
請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項１４】
　受動型ロボットプラットフォームが前記ＲＣＭロボットを前記患者の頭部に対して位置
決めするステップを更に有する、請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項１５】
　ロボットコントローラが前記受動型ロボットプラットフォームによる前記ＲＣＭロボッ
トの前記患者の頭部に対する位置決めを追跡するステップを更に有する、請求項１４に記
載のロボット手術方法。
【請求項１６】
　能動型ロボットプラットフォームが前記ＲＣＭロボットを前記患者の頭部に対して位置
決めするステップを更に有する、請求項７に記載のロボット手術方法。
【請求項１７】
　ロボットコントローラが前記能動型ロボットプラットフォームによる前記ＲＣＭロボッ
トの前記患者の頭部に対する位置決めを追跡するステップを更に有する、請求項１６に記
載のロボット手術方法。
【請求項１８】
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　前記ＲＣＭロボットが前記光学エンドエフェクタを前記患者の頭部における該患者のボ
リューム画像内に示される前記計画された切開点の位置に対応する位置に光学的に照準合
わせするステップを更に有する、請求項１７に記載のロボット手術方法。
【請求項１９】
　前記患者における前記光学エンドエフェクタにより光学的に照準を合わされた位置に切
開マーカを付着させるステップを更に有する、請求項１８に記載のロボット手術方法。
【請求項２０】
　ＲＣＭロボットが光学エンドエフェクタを前記患者に付着された少なくとも１つのマー
カ及び切開マーカに光学的に照準合わせするステップを更に有し、
　前記位置合わせモジュールが、前記ＲＣＭロボットにより前記光学エンドエフェクタを
前記患者に付着された前記少なくとも１つのマーカ及び前記切開マーカに光学的に照準を
合わせることから、前記遠隔運動中心を前記患者のボリューム画像内に示される前記計画
された切開点に位置合わせする、
請求項１８に記載のロボット手術方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、広くは、介入ツールが特定の切開点を介し定義されたツール軌道に沿って患
者内に挿入されることを要する低侵襲処置、特には低侵襲脳神経外科処置（例えば、生検
）に関する。本開示は、更に特定的には、介入ツールを計画したツール軌道に沿って正確
に位置決め及び配向（方向決め）するための患者内への計画した切開点に対する遠隔運動
中心ロボットによる遠隔運動中心（“ＲＣＭ”）の位置合わせに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像誘導脳生検は、手術医が根深い脳病変に低侵襲的に正確にターゲットを定めること
を可能にする。即ち、患者の頭部は、固定されると共に追跡及び位置特定システム（例え
ば、光学式、電磁式、機械式又はこれらの組み合わせ）を用いた術前スキャン（例えば、
ＣＴ、ＭＲＩ、ＵＳ等）に対して位置合わせされる。典型的に、このような位置合わせは
、患者の頭蓋骨上に配置されたマーカ及び／又は追跡される手動ポインタを用いて実行さ
れる。当該追跡システムに対する脳病変の術前撮像スキャン内に示される既知の位置に基
づいて、当該患者内への切開点の適切な位置が、手術医により生検のために特定される。
次いで、該手術医は追跡される生検ニードルの挿入角を当該画像誘導追跡システムからの
フィードバックに基づいて手動で整列させる。ニードルが手術医により挿入される際に、
画像誘導追跡システムは該ニードルの軌道を確認すると共に、何時正しい挿入深度に到達
したかを識別する。この目的のために、従来技術で知られている画像誘導システムは、ニ
ードル挿入前に医師が計画したツール軌道に整列させる機械的ニードルガイドを提供する
。
【０００３】
　このような画像誘導を用いても、且つ、当該追跡システムに対する術前撮像スキャンの
正確な位置合わせが達成されたとしても、手術医は自由空間において５°の自由度の整列
を行わなければならない。このように、位置合わせ及びニードル整列におけるユーザエラ
ーは、正しくない切開位置に及び／又は介入ツールが患者頭部内のターゲット脳病変を逃
すことにつながり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、低侵襲処置（例えば、低侵襲脳神経外科処置）の間において遠隔運動中心（
“ＲＣＭ”）ロボットを患者の画像に位置合わせするためにロボットに装着された光学エ
ンドエフェクタ（例えば、レーザポインタ又は内視鏡）を用いる発明を提供するものであ
る。患者の画像をＲＣＭロボットに位置合わせすることにより、当該処置を実行するため
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に計画したツール軌道の正確な位置及び方位（向き）が、自動的に正確に定まる。このこ
とは、手術医が介入ツールをヒューマンエラーの最小限のリスクで正確且つ制御された態
様で配置することを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の発明の一形態は、患者内への計画された切開点を経るツール軌道を用いる低侵
襲処置のためのロボット手術システムである。
【０００６】
　該ロボット手術システムは、光学エンドエフェクタ（例えば、レーザポインタ又は内視
鏡）、及び自身の構造により定まる遠隔運動中心の回りで前記光学エンドエフェクタを回
転させるＲＣＭロボットを使用する。
【０００７】
　該ロボット手術システムは、更に、前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された少
なくとも１つのマーカに対する前記光学エンドエフェクタの光学的照準合わせを制御する
と共に、前記ＲＣＭロボットによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画され
たツール軌道への前記光学エンドエフェクタの軸合わせ（軸整列）を、前記ＲＣＭロボッ
トによる前記患者に付着された前記位置合わせマーカに対する前記光学エンドエフェクタ
の光学的照準合わせから導出された前記患者のボリューム画像内に示される前記計画され
た切開点への前記遠隔運動中心の位置合わせに基づいて制御するロボットコントローラを
使用する。
【０００８】
　本開示の発明の第２の形態は、計画された切開点を経る患者内への計画されたツール軌
道を用いる低侵襲処置のためのロボット手術方法である。
【０００９】
　該ロボット手術方法は、ＲＣＭロボットが光学エンドエフェクタを前記患者に付着され
た少なくとも１つのマーカに対し光学的に照準合わせするステップ、及び位置合わせモジ
ュールが前記ＲＣＭロボットによる前記患者に付着された前記マーカに対する前記光学エ
ンドエフェクタの光学的照準合わせから、前記患者のボリューム画像内に示される前記計
画された切開点への遠隔運動中心の位置合わせを導き出すステップを含む。
【００１０】
　前記遠隔運動中心は、前記ＲＣＭロボットの構造により定まる。
【００１１】
　当該ロボット手術方法は、更に、前記ＲＣＭロボットが前記患者のボリューム画像内に
示される前記計画されたツール軌道に対して前記光学エンドエフェクタを、前記位置合わ
せモジュールによる前記患者のボリューム画像内に示される前記計画された切開点に対す
る前記遠隔運動中心の位置合わせに基づいて軸合わせするステップを含む。
【００１２】
　本開示の発明の目的に関し、これらに限られるものではないが、“計画されたツール軌
道”、“計画された切開点”、“エンドエフェクタ”、“遠隔運動中心”、“ロボット”
、“マーカ”及び“ボリューム画像”を含む当業用語は、本開示の当業技術において理解
されるように、且つ、本明細書で例示的に記載されているように解釈されるべきである。
【００１３】
　更に詳細には、本開示の発明の目的に関し、“光学エンドエフェクタ”なる用語はロボ
ットのエンドエフェクタ（末端効果器）として機能すると共に如何なる形の放射も放出及
び／又は受光する光学的能力を有する如何なる装置も広く含み、“ＲＣＭロボット”なる
用語は遠隔運動中心（遠隔動心）を定める構造的構成を有するロボットであって、これに
より、該ロボット又はその一部が該ロボットから空間的に固定された点の回りで回転する
ことができる如何なるロボットも広く含むものである。光学エンドエフェクタの例は、こ
れらに限定されるものではないが、当業技術において知られており且つ本明細書に例示さ
れる如何なるタイプのレーザポインタ及び内視鏡（endoscope）も含む一方、ＲＣＭロボ
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ットの例は、これらに限られるものではないが、当業技術において知られており且つ本明
細書で例示される如何なるタイプの同心弧ロボットも含む。
【００１４】
　本開示の発明の目的に関し、“コントローラ”なる用語は、本明細書において後述され
る本開示の種々の発明原理のアプリケーションを制御するためのワークステーションに収
容され又は接続される全ての構成の特定用途向けメインボード又は特定用途向け集積回路
を広く含むものである。該コントローラの構成は、これらに限定されるものではないが、
プロセッサ（又は複数のプロセッサ）、コンピュータ使用可能な／コンピュータ読取可能
な記憶媒体、オペレーティングシステム、アプリケーションモジュール、周辺装置コント
ローラ、スロット及びポートを含むことができる。
【００１５】
　前記ワークステーションの例は、これらに限定されるものではないが、１以上のコンピ
ュータ装置（例えば、クライアントコンピュータ、デスクトップ及びタブレット等）のア
センブリ、ディスプレイ／モニタ、及び１以上の入力装置（例えば、キーボード、ジョイ
スティック及びマウス等）を含む。
【００１６】
　本開示の発明の目的に関し、“アプリケーションモジュール”なる用語は、特定のアプ
リケーションを実行するための実行可能なプログラム（例えば、実行可能なソフトウェア
及び／又はファームウエア）及び／又は電子回路からなる前記コントローラの構成要素を
広く含むものである。
【００１７】
　本開示の発明の目的に関し、本明細書における“ロボット”コントローラ及び“撮像”
コントローラ等の前記コントローラの記述的標記は、“コントローラ”なる用語に対する
如何なる付加的な限定を指定又は意味することなく、本明細書に記載され及び請求項に記
載される特定のコントローラを識別するものである。
【００１８】
　同様に、本開示の発明の目的に関し、本明細書における“サーボ制御”モジュール及び
“位置合わせ制御”モジュール等のアプリケーションモジュールの記述的標記は、“アプ
リケーションモジュール”なる用語に対する如何なる付加的な限定も指定又は意味するこ
となく、本明細書に記載され及び請求項に記載される特定のアプリケーションモジュール
を識別するものである。
【００１９】
　本開示の上記形態及び他の形態並びに本開示の種々のフィーチャ及び利点は、添付図面
に関連して精読される本開示の種々の実施態様の後述する詳細な説明から更に明らかにな
るであろう。該詳細な説明及び図面は、限定するというより本開示を解説するだけのもの
であり、本開示の範囲は添付請求項及びその均等物により定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本開示の発明的原理による低侵襲脳神経外科処置の第１の例示的実施態
様を示す。
【図２】図２は、本開示の発明的原理によるロボット画像誘導方法の一例示的実施態様の
フローチャートを示す。
【図３Ａ－３Ｄ】図３Ａ乃至図３Ｄは、本開示の発明的原理による位置合わせマーカの例
示的実施態様を示す。
【図４Ａ－４Ｇ】図４Ａ乃至図４Ｇは、本開示の発明的原理による患者に対するＲＣＭロ
ボットの例示的位置合わせを示す。
【図５】図５は、本開示の発明的原理による低侵襲脳神経外科処置の第２の例示的実施態
様を示す。
【図６】図６は、本開示の発明的原理による低侵襲脳神経外科処置の第３の例示的実施態
様を示す。
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【図７Ａ－７Ｂ】図７Ａ及び図７Ｂは、本開示の発明的原理によるワークステーションの
例示的実施態様を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本開示の理解を容易にするために、図１の以下の記載は、低侵襲脳神経外科処置の間に
おける患者の画像に遠隔運動中心（“ＲＣＭ”）を位置合わせするためにロボットに装着
されたレーザポインタを使用する基本的な発明的原理を教示する。この記載から、当業者
であれば、本開示の発明的原理を、何らかのタイプの低侵襲処置の間において患者の画像
にＲＣＭロボットを位置合わせするために種々の光学エンドエフェクタ（末端効果器）に
どの様に適用するかを理解するであろう。
【００２２】
　図１を参照すると、低侵襲生検の撮像フェーズは、撮像コントローラ２０、撮像手段２
２（例えば、ＣＴ、ＭＲＩ又はＵＳ撮像手段）及び撮像コントローラ２０と撮像手段２２
との間の通信経路２３（例えば、有線／無線接続）を使用する。一般的に、動作時におい
て、当該低侵襲生検の撮像フェーズは、撮像コントローラ２０が、当業技術において知ら
れているように固定具１１により固定された患者１０の頭部に付着されたマーカ（黒点と
して印された）を示すボリューム画像の撮像手段２２による発生の表示を制御することを
伴う。撮像に際して、撮像コントローラ２０は、更に、当業技術において知られているよ
うにボリューム画像２１内で患者１０の頭部における切開点の位置（ボリューム画像２１
のマーカの間の円により印された）及び患者１０の頭部内のターゲット病変に到達する目
的の上記切開点を経るツール軌道（切開点に垂直なツール軌道を表すボリューム２１のマ
ーカ円内のＸにより印された）をユーザが計画することを制御する。
【００２３】
　依然として図１を参照すると、当該低侵襲生検の位置合わせフェーズは、ロボットプラ
ットフォーム３０、同心弧ロボットの形態のＲＣＭロボット４０、レーザポインタの形態
の光学エンドエフェクタ５０、ロボットコントローラ６０ａ、並びにロボットコントロー
ラ６０ａと同心弧（concentric arc）ロボット４０との間及びロボットコントローラ６０
ａとロボットプラットフォーム３０の能動型実施態様との間の通信経路６３ａ（例えば、
有線／無線接続）を使用する。
【００２４】
　本開示の発明の目的の場合、“ロボットプラットフォーム”なる用語は、デカルト座標
系内で本開示のＲＣＭロボットを運動させるように構造的に構成され、これにより該ロボ
ットの遠隔運動中心をデカルト座標系内の所望の点に移動させることができる任意のプラ
ットフォームを広く含むものである。
【００２５】
　図１の実施態様の場合、ロボットプラットフォーム３０は、基部３１（動作空間内のベ
ッドレール又は他の安定した位置に接続可能な）並びに基部３１に対して静止的な又は基
部３１に対して平行移動可能、回動可能及び／又は伸張可能な支柱３２を使用する。ロボ
ットプラットフォーム３０は、更に、ロボット保持アーム３４並びに該ロボット保持アー
ム３４を支柱３２に連結し、これにより該ロボット保持アーム３４がデカルト座標系内で
支柱３２に対して平行移動可能、回動可能及び／又は伸張可能となるようにするジョイン
ト（継手）３３を使用する。
【００２６】
　実際には、ロボットプラットフォーム３０は、支柱３２及び／又はロボット保持アーム
３４の手動操作という点で受動的なもの、又は通信経路６３ａを介して基部３１及び／又
はロボット保持アーム３４の平行移動、回動及び／又は伸張を指令するようにロボットコ
ントローラ６０ａにより制御される電動支柱３２及び／又は電動ジョイント３３という点
で能動的なものとすることができる。ロボットプラットフォーム３０の受動的及び能動的
な両実施態様に対して、支柱３２及び／又はジョイント３３は、基部３１に対する支柱３
２の姿勢及び／又はデカルト座標系内でのロボット保持アーム３４の姿勢を知らせるコー
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ド化信号を発生するためのエンコーダ（図示略）を含み、これにより、ロボットコントロ
ーラ６０ａは支柱３２及び／又はロボット保持アーム３４を追跡することができる。
【００２７】
　同心弧ロボット４０は、ピッチアクチュエータ４１に機械的に連結されると共に、ヨー
アクチュエータ４３に機械的に連結され又は物理的に統合されたピッチ弧部４２を使用す
る。同心弧ロボット４０は、更に、ヨーアクチュエータ４３に機械的に連結されると共に
、エンドエフェクタホルダ４５と機械的に連結され又は物理的に統合されたヨー弧部４４
を含む。
【００２８】
　ピッチアクチュエータ４１は、ピッチ軸ＰＡを囲む双方向矢印により示されるように、
該ピッチアクチュエータ４１のピッチ軸ＰＡの回りでピッチ弧部４２、ヨーアクチュエー
タ４３、ヨー弧部４４、エンドエフェクタホルダ４５及びレーザポインタ５０を同時に回
動（旋回）させるべく該ピッチアクチュエータ４１を選択的に駆動するために通信経路６
３ａを介してロボットコントローラ６０ａにより制御することが可能なエンコード型モー
タ（図示略）を含む。
【００２９】
　ヨーアクチュエータ４３は、ヨー軸ＹＡを囲む双方向矢印により示されるように、該ヨ
ーアクチュエータ４３のヨー軸ＹＡの回りでヨーアクチュエータ４３、ヨー弧部４４、エ
ンドエフェクタホルダ４５及びレーザポインタ５０を回動させるべく該ヨーアクチュエー
タ４３を選択的に駆動するために通信経路６３ａを介してロボットコントローラ６０ａに
より制御することが可能なエンコード型モータ（図示略）を含む。
【００３０】
　エンドエフェクタホルダ４５は、レーザポインタ５０を保持し、これにより、該レーザ
ポインタ５０により放出されるレーザビームＬＢが該エンドエフェクタホルダ４５の長軸
に整列されるようにするよう既知の態様で構成されている。
【００３１】
　当業技術で既知のように、ピッチアクチュエータ４１、ヨーアクチュエータ４３及びエ
ンドエフェクタホルダ４５の相対方位は遠隔運動中心ＲＣＭをピッチ軸ＰＡ、ヨー軸ＹＡ
及びエンドエフェクタ軸（レーザビームＬＢにより示された）の交差として定める。ロボ
ットプラットフォーム３０の能動型実施態様により発生されるコード化信号に基づいて、
ロボットコントローラ６０ａは、患者１０の頭部に対して遠隔運動中心ＲＣＭを戦略的に
位置決めするためにサーボモジュール６１ａを既知のように実行する。ピッチアクチュエ
ータ４１及びヨーアクチュエータ４３により発生されるコード化信号に基づいて、ロボッ
トコントローラ６０ａは、患者１０の頭部に付着されたマーカに対してレーザポインタ５
０を戦術的に向けるためにサーボモジュール６１ａを既知のように実行する。
【００３２】
　一般的に、動作時において、当該低侵襲生検の位置合わせフェーズは、ロボットコント
ローラ６０ａが遠隔運動中心ＲＣＭを患者１０の頭部のボリューム画像２１内の切開点の
位置に位置合わせするために位置合わせモジュール６２ａを実行することを伴い、これに
より、レーザビームＬＢは撮像フェーズの間に計画されたツール軌道ＴＴに整列される。
位置合わせモジュール６２ａの更に詳細な説明は、図２の記載により行う。
【００３３】
　図１を依然として参照すると、当該低侵襲生検の生検フェーズは、エンドエフェクタホ
ルダ４５からのレーザポインタ５０の除去及び該エンドエフェクタホルダ４５内へのツー
ルガイド７０の挿入を含む。前記位置合わせフェーズの間における計画したツール軌道へ
のレーザビームＬＢの位置合わせされた整列に基づいて、生検ニードル７１を、患者１０
の頭部内のターゲット病変に到達するようにツールガイド７０により正確且つ制御された
態様で配置することができる。
【００３４】
　位置合わせモジュール６２ａの更なる理解を容易にするために、以下は、図１に示され
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た低侵襲生検の前後関係における図２に示される本開示の例示的ロボット画像誘導方法の
撮像フェーズ及び位置合わせフェーズの説明である。この説明から、当業者であれば、如
何なる特定の低侵襲処置及び本開示のＲＣＭロボット及びロボットプラットフォームの如
何なる構成に対しても適用可能な位置合わせモジュールを実施化するために、本開示の原
理をどの様に適用するかを理解するであろう。
【００３５】
　図２は、本開示の例示的ロボット画像誘導方法における手術医により実行される動作を
表すフローチャート８０、及び本開示の例示的ロボット画像誘導方法におけるコントロー
ラにより実行される動作を表すフローチャート１００を示す。
【００３６】
　図１及び図２を参照すると、図１の撮像フェーズの間において、フローチャート８０の
ステージＳ８２は手術医が既知のように患者１０に放射線不透過性マーカを付着すること
を含み、フローチャート８０のステージＳ８４は、手術医が撮像コントローラ２０と遣り
取りし、これにより、撮像手段２２がフローチャート１００のステージＳ１０２の間に撮
像コントローラ２０により制御されて、患者１０の頭部に付着された不透過性マーカを表
すボリューム画像２１を発生することを含む。実際には、これらマーカは同一の構造を有
することができるか、又は各マーカがボリューム画像２１内のマーカの個々の識別を容易
にするために固有の形状を有することができる。
【００３７】
　例えば、図３Ａは星型形状を持つ放射線不透過性マーカ１３０を示し、図３Ｂは十字形
状を持つ放射線不透過性マーカ１３１を示し、図３Ｃは菱形形状を持つ放射線不透過性マ
ーカ１３２を示し、図３Ｄは八角形状を持つ放射線不透過性マーカ１３３を示す。
【００３８】
　図１及び図２に戻ると、撮像ステージＳ８４及びＳ１０２に続いて、フローチャート８
０のステージＳ８６は、手術医がフローチャート１００のステージＳ１０４の間に撮像コ
ントローラ２０と遣り取りして、既知のようにボリューム画像２１内の患者１０の頭部内
への切開点の位置を計画すると共に、既知のようにボリューム画像２１内の患者１０の頭
部内の病変に到達するための上記切開点を経るツール軌道を計画する過程を含む。
【００３９】
　図１及び図２を依然として参照すると、図１の位置合わせフェーズの開始時において、
フローチャート８０のステージＳ８８は、手術医が受動型ロボットプラットフォーム３０
を手動で操作するか又は能動型ロボットプラットフォーム３０のためのサーボモジュール
６１ａと遣り取りして、図４Ａに例示的に示されるように、遠隔運動中心ＲＣＭを患者１
０の頭部から空間的に任意に配置する過程を含む。ロボットプラットフォーム３０のコー
ド化されていない受動型又は能動型実施態様（“ＵＲＰ”）の場合、位置合わせモジュー
ル６２ａはロボットプラットフォーム３０の上記手動又はサーボ制御についてコード化信
号を介して通知されることはなく、フローチャート１００のステージＳ１０８に進む。ロ
ボットプラットフォーム３０のコード化された受動型又は能動型実施態様（“ＥＲＰ”）
の場合、フローチャート１００のステージＳ１０４は位置合わせモジュール６２ａがステ
ージＳ８８の間における患者１０の頭部からの空間的な遠隔運動中心ＲＣＭの任意の配置
に関してコード化信号を介して通知される過程を含み、これにより、位置合わせモジュー
ル６２ａはロボットプラットフォーム３０の追跡を開始する。
【００４０】
　ステージＳ８８の完了に続いて、フローチャート８０のステージＳ９０は、手術医がサ
ーボモジュール６１ａと遣り取りして、レーザポインタ５０のレーザビームＬＢを各マー
カ上に順次中心を合わせる過程を含み、これによれば、フローチャート１００のステージ
Ｓ１０８はサーボモジュール６１ａ又は位置合わせモジュール６２ａが各マーカ上でのレ
ーザビームＬＢの中心合わせに関してピッチアクチュエータ４１及びヨーアクチュエータ
４３のコード化位置を記録する過程を含む。
【００４１】
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　例えば、図４ＢはレーザビームＬＢを第１マーカ上に中心を合わせるためのヨーアクチ
ュエータ４３のサーボモジュール６１ａによるサーボ制御を示し、これによれば、サーボ
モジュール６１ａ又は位置合わせモジュール６２ａは第１マーカ上でのレーザビームＬＢ
の中心合わせに対応してピッチアクチュエータ４１及びヨーアクチュエータ４３のコード
化位置を記録する。
【００４２】
　図４Ｃは、レーザビームＬＢを第２マーカ上に中心を合わせるためのピッチアクチュエ
ータ４１のサーボモジュール６１ａによるサーボ制御を示し、これによれば、サーボモジ
ュール６１ａ又は位置合わせモジュール６２ａは第２マーカ上でのレーザビームＬＢの中
心合わせに対応してピッチアクチュエータ４１及びヨーアクチュエータ４３のコード化位
置を記録する。
【００４３】
　図４Ｄは、レーザビームＬＢを第３マーカ上に中心を合わせるためのピッチアクチュエ
ータ４１及びヨーアクチュエータ４３のサーボモジュール６１ａによるサーボ制御を示し
、これによれば、サーボモジュール６１ａ又は位置合わせモジュール６２ａは第３マーカ
上でのレーザビームＬＢの中心合わせに対応してピッチアクチュエータ４１及びヨーアク
チュエータ４３のコード化位置を記録する。
【００４４】
　そして、図４Ｅは、レーザビームＬＢを第４マーカ上に中心を合わせるためのピッチア
クチュエータ４１のサーボモジュール６１ａによるサーボ制御を示し、これによれば、サ
ーボモジュール６１ａ又は位置合わせモジュール６２ａは第４マーカ上でのレーザビーム
ＬＢの中心合わせに対応してピッチアクチュエータ４１及びヨーアクチュエータ４３のコ
ード化位置を記録する。
【００４５】
　ステージＳ１０８の完了に続いて、フローチャート１００のステージＳ１１０は、位置
合わせモジュール６２ａがピッチアクチュエータ４１及びヨーアクチュエータ４３の記録
されたコード化位置を既知のように処理して、同心弧ロボット４０をボリューム画像２１
に示されたマーカ及び計画された切開位置に位置合わせする過程を含む。
【００４６】
　ステージＳ１１０の位置合わせに基づいて、ロボットプラットフォーム３０のコード化
されていない受動型又は能動型実施態様（“ＵＲＰ”）の場合、フローチャート１００の
ステージＳ１１２は、図４Ｆに記号的に黒点で例示的に示された計画された切開位置にレ
ーザビームＬＢの中心を合わせるために要する、ピッチアクチュエータ４１及び／又はヨ
ーアクチュエータ４３のサーボモジュール６１ａを介しての自動サーボ制御を含む。
【００４７】
　ステージＳ１１０の完了に続いて、フローチャート８０のステージＳ９２は手術医がス
テージＳ１１２の間にレーザビームＬＢにより示された患者の頭部の切開位置をマークす
る過程を含み、フローチャート８０のステージＳ９４は手術医が受動型ロボットプラット
フォーム３０を手動で操作するか又は能動型ロボットプラットフォーム３０のためのサー
ボモジュール６１ａと遣り取りして、図４Ｇに例示的に示されるようにフローチャート１
００のステージＳ１１４の間に遠隔運動中心ＲＣＭを上記切開マーカに合わせる過程を含
む。位置合わせモジュール６２ａは、当該位置合わせのグラフィック的及び／又はテキス
ト的確認情報を提供する。
【００４８】
　ステージＳ９４及びＳ１１４の完了に続いて、フローチャート８０のステージＳ９６は
、手術医がサーボモジュール６１ａと遣り取りして、切開マーカを含む各マーカ上にレー
ザポインタ５０のレーザビームＬＢを順次中心合わせする過程を含み、これによれば、フ
ローチャート１００のステージＳ１１４はサーボモジュール６１ａ又は位置合わせモジュ
ール６２ａが各マーカ上でのレーザビームＬＢの中心合わせに関してピッチアクチュエー
タ４１及びヨーアクチュエータ４３のコード化位置を記録する過程を含む。図４Ｂ～図４
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Ｅは、患者１０の頭部から隔てられるものとは異なるが、遠隔運動中心が切開マーカに合
わされるステージＳ１１４の例示である。
【００４９】
　各マーカ上でのレーザビームＬＢの中心合わせに続いて、フローチャート１００のステ
ージＳ１１８は、位置合わせモジュール６２ａがピッチアクチュエータ４１及びヨーアク
チュエータ４３の記録されたコード化位置を既知のように処理して、遠隔運動中心ＲＣＭ
をボリューム画像２１に示される切開マーカに位置合わせする過程を含む。ステージＳ１
１８の位置合わせに基づいて、フローチャート１００のステージＳ１２０は、図１に示さ
れた計画されたツール軌道ＴＴにレーザビームＬＢを軸整列（軸合わせ）させるために要
する、ピッチアクチュエータ４１及び／又はヨーアクチュエータ４３のサーボモジュール
６１ａを介しての自動サーボ制御を含む。
【００５０】
　ステージＳ１１０の位置合わせに基づいて、ロボットプラットフォーム３０のコード化
された受動型実施態様（“ＥＰＲＰ”）の場合、フローチャート８０のステージＳ９２は
、ここでも、手術医がステージＳ１１２の間にレーザビームＬＢにより指示されるように
患者の頭部上の切開位置をマークする過程を含み、フローチャート８０のステージＳ９４
は、ここでも、手術医が受動型ロボットプラットフォーム３０を手動で操作して、図４Ｇ
に例示的に示されるようにフローチャート１００のステージＳ１１４の間に遠隔運動中心
を上記切開マーカに合わせる過程を含む。位置合わせモジュール６２ａは、当該位置合わ
せのグラフィック的及び／又はテキスト的確認情報を提供する。
【００５１】
　ステージＳ１０６のコード化追跡によれば、ステージＳ１１６及びＳ１１８による切開
マーカに対する遠隔運動中心の位置合わせは、ステージＳ１１０の間にボリューム画像に
示される切開点に対する遠隔運動中心ＲＣＭの値合わせに鑑みて、省略される。このよう
に、ステージＳ１１４の確認情報を手術医が承認すると、サーボモジュール６１ａは、図
１に示されるように計画されたツール軌道ＴＴにレーザビームＬＢを軸整列させるために
要するピッチアクチュエータ４１及び／又はヨーアクチュエータ４３のサーボモジュール
６１ａを介しての自動サーボ制御のためにステージＳ１１４からステージＳ１２０に進む
。
【００５２】
　ステージＳ１０６のコード化追跡及びステージＳ１１０の位置合わせに基づいて、ロボ
ットプラットフォーム３０のコード化された能動型実施態様（“ＥＡＲＰ”）の場合、ス
テージＳ１１４によるＲＣＭ位置合わせ並びにステージＳ１１６及びＳ１１８による切開
マーカに対する遠隔運動中心ＲＣＭの位置合わせは、ステージＳ１１０の間においてボリ
ューム画像内に示される切開点に対する遠隔運動中心ＲＣＭの位置合わせに鑑みて省略さ
れる。このように、ステージＳ１０６のプラットフォーム追跡及びステージＳ１１０の位
置合わせに基づいて、サーボモジュール６１ａは、図１に示されるように計画されたツー
ル軌道ＴＴにレーザビームＬＢを軸整列させるために要するピッチアクチュエータ４１及
び／又はヨーアクチュエータ４３のサーボモジュール６１ａを介しての自動サーボ制御の
ためにステージＳ１１０からステージＳ１２０に進む。
【００５３】
　図１及び図２を依然として参照すると、フローチャート８０及び１００が完了した場合
、当業者であれば、図１の生検フェーズを最小限のヒューマンエラーで正確且つ制御され
た態様で実行することができることが分かるであろう。
【００５４】
　図１を参照すると、実際には、前記位置合わせフェーズは、更に自動化することができ
及び／又は種々の異なる光学エンドエフェクタを利用することができる。
【００５５】
　例えば、図５は、カメラ１４０を患者１０の頭部に付着されたマーカ及びレーザポイン
タ５０を視野内に置くような態様で動作空間内に組み込んだ（例えば、ロボットプラット
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フォーム３０又は同心弧ロボット４０に取り付けられた）本開示の例示的位置合わせフェ
ーズを示す。サーボモジュール６１ｂは、通信経路６３ｂを介してカメラ１４０のコント
ローラと通信し、前述したようにマーカ上にレーザポインタ５０のレーザビームＬＢの中
心を合わせる際にロボット３０のサーボ制御を自動的に実行するように構成される。この
ような制御は、図２に示されたステージＳ１０８及びステージＳ１１８（当てはまるなら
）の間において手術医がサーボモジュール６１ｂと遣り取りをする如何なる必要性も取り
除く。
【００５６】
　また、例示として、図６はレーザポインタ５０の代わりに内視鏡５１を利用した本開示
の例示的位置合わせフェーズを示す。この実施態様のために、サーボモジュール６１ｃは
、図２に示したようなステージＳ１０８及びステージＳ１１８（当てはまる場合）の間に
おける該内視鏡５１の視野内での各マーカの中心合わせを含む自動的サーボ制御を実行す
るように構成される。更に詳細には、図３Ａ～図３Ｄに各々示されるマーカ１３０～１３
３に対し、サーボモジュール６１ｃは、図２に示されるようなステージＳ１０８及びステ
ージＳ１１８（当てはまるなら）の間において内視鏡５１の視野内でのマーカ１３０～１
３３の順次の中心合わせにおいて自動的サーボ制御を実行する。
【００５７】
　実際のところ、図１の各コントローラは、単一のワークステーション内に設置し、又は
複数のワークステーションにまたがって分散させることができる。
【００５８】
　例えば、図７Ａは、ＣＴ、ＭＲＩ又はＵＳ撮像のために設置された本開示の撮像コント
ローラ（例えば、撮像コントローラ２０）を有する撮像ワークステーション１５０、並び
に本開示のサーボモジュール及び位置合わせモジュールを実行するために設置された本開
示のロボットコントローラ（例えば、ロボットコントローラ６０）を有する手術ロボット
ワークステーション１５１を示している。
【００５９】
　更なる例示として、図７Ｂは、ＣＴ、ＭＲＩ又はＵＳ撮像のために設置された本開示の
撮像コントローラ（例えば、撮像コントローラ２０）を有すると共に、本開示のサーボモ
ジュール及び位置合わせモジュールを実行するために設置された本開示のロボットコント
ローラ（例えば、ロボットコントローラ６０）を有するワークステーション１５２を示し
ている。ワークステーション１５２の場合、各コントローラは物理的／論理的に分離し又
は統合することができる。
【００６０】
　また、実際のところ、本開示の位置合わせモジュールは、本開示のロボットコントロー
ラと通信する本開示の撮像コントローラのアプリケーションとすることができる。
【００６１】
　図１～図７を参照した場合、当業者であれば、介入ツールを最小限のヒューマンエラー
のリスクで正確且つ制御された態様で配置するための患者に対する遠隔運動中心ロボット
の新規で固有な光学的位置合わせ（これに限るものではない）を含む、本開示の多数の利
点を理解するであろう。
【００６２】
　更に、当業者であれば本明細書でなされる教示に鑑み理解するように、本開示／明細書
に記載され及び／又は図１～図７に示されたフィーチャ、エレメント、構成部品等は、電
子部品／回路、ハードウェア、実行可能なソフトウェア及び実行可能なファームウエアの
種々の組み合わせで実施化することができると共に、単一のエレメント又は複数のエレメ
ント内で組み合わせることができる機能を提供することができる。例えば、図１～図７に
示され／図示され／描かれた種々のフィーチャ、エレメント、構成部品等の機能は、専用
のハードウェア及び適切なソフトウェアとの関連でソフトウェアを実行することができる
ハードウェアの使用により提供することができる。プロセッサにより提供される場合、こ
れら機能は単一の専用プロセッサにより、単一の共有プロセッサにより又は複数の個別の
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プロセッサにより提供され得るものであり、これらの幾つかは共有及び／又は多重化され
得る。更に、“プロセッサ”なる用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行することが
できるハードウェアを専ら指すとみなされるべきではなく、限定無しで、デジタル信号プ
ロセッサ（“ＤＳＰ”）ハードウェア、メモリ（例えば、ソフトウェアを記憶するための
読取専用メモリ（“ＲＯＭ”）、ランダムアクセスメモリ（“ＲＡＭ”）、不揮発性記憶
部等）、並びに処理を実行及び／又は制御することができる（及び／又は処理を実行及び
／又は制御するように構成することができる）実質的に任意の手段及び／又はマシン（ハ
ードウェア、ソフトウェア、ファームウエア、回路、これらの組み合わせ等を含む）を暗
黙的に含むことができる。
【００６３】
　更に、本発明の原理、態様及び実施態様並びにこれらの特定の例を引用する全ての記述
は、これらの構造的等価物及び機能的等価物の両方を含もうとするものである。更に、こ
のような均等物は現在知られている均等物及び将来開発される均等物（例えば、構造とは
無関係に、同一又は実質的に同様の機能を果たし得る、開発された何らかのエレメント）
の両方を含むものである。このように、例えば、当業者であれば本明細書でなされる教示
に鑑みて、本明細書で提示される如何なるブロック図も、本発明の原理を具現化する解説
的システム部品及び／又は回路の思想的見方を表すことができることが分かるであろう。
同様に、当業者であれば本明細書でなされる教示に鑑み、如何なるフローチャート及び流
れ図等も、コンピュータ読取可能な記憶媒体内で実質的に表すことができ、従ってコンピ
ュータ、プロセッサ又は処理能力を備える他の装置により実行され得る（このようなコン
ピュータ又はプロセッサが明示的に示されているか否かによらず）種々の処理を表すこと
ができると理解すべきである。
【００６４】
　更に、本開示の例示的実施態様は、例えばコンピュータ若しくは何らかの命令実行シス
テムにより又は関連して使用するためのプログラムコード及び／又は命令を供給するコン
ピュータ使用可能な及び／又はコンピュータ読取可能な記憶媒体からアクセスすることが
できるコンピュータプログラム製品又はアプリケーションモジュールの形態をとることが
できる。本開示によれば、コンピュータ使用可能な又はコンピュータ読取可能な記憶媒体
は、例えば命令実行システム、装置若しくはデバイスにより又は関連して使用するために
当該プログラムを含み、記憶し、通知し、伝搬し又は伝送することができる任意の装置と
することができる。このような例示的媒体は、例えば、電子、磁気、光学、電磁、赤外若
しくは半導体システム又は伝搬媒体とすることができる。コンピュータ読取可能な媒体の
例は、例えば、半導体又は固体メモリ、磁気テープ、取り外し可能なコンピュータディス
ケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ（
ドライブ）、剛性磁気ディスク及び光ディスクを含む。光ディスクの現在の例は、コンパ
クトディスク-読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク-読取／書込（ＣＤ
－ＲＷ）及びＤＶＤを含む。更に、今後開発され得る如何なる新たなコンピュータ読取可
能な媒体も、本開示の例示的実施態様により使用され又は参照することができるコンピュ
ータ読取可能な媒体と見なされるべきであると理解されたい。
【００６５】
　患者に対する遠隔運動中心ロボットの新規且つ発明的光学位置合わせの好ましい及び例
示的実施態様（解説的であることを意図し、限定するものではない）を説明したので、当
業者によれば、図１～図７を含む本明細書に提示された教示に照らして種々の修正及び変
更を行うことができることに注意されたい。従って、本開示の好ましい及び例示的実施態
様に対し、ここに開示された実施態様の範囲内である変更を行うことができると理解され
るべきである。
【００６６】
　更に、当該装置を組み込む及び／又は実施化する対応する及び／又は関連するシステム
、又は本開示による装置で使用／実施化することができるような装置も、考えることがで
き、本開示の範囲内に入ると見なされることが想定される。更に、本開示による装置及び
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／又はシステムを製造及び／又は使用する対応する及び／又は関連する方法も、考えるこ
とができ、本開示の範囲内に入ると見なされる。

【図１】 【図２】
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【図４Ｇ】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】



(18) JP 2018-530383 A 2018.10.18

【図７Ｂ】



(19) JP 2018-530383 A 2018.10.18

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2018-530383 A 2018.10.18

10

20

30

40



(21) JP 2018-530383 A 2018.10.18

10

20

30

40



(22) JP 2018-530383 A 2018.10.18

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ
,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,
TT,TZ,UA

(72)発明者  ヌーナン　デイビッド　ポール
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
(72)発明者  ポポヴィッチ　アレクサンドラ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
Ｆターム(参考) 3C707 AS35  KS03  KT01  KT05  KT11  LV03  LV23 



专利名称(译) 远程运动中央机器人的光学对准

公开(公告)号 JP2018530383A 公开(公告)日 2018-10-18

申请号 JP2018515500 申请日 2016-09-26

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦NV哥德堡

[标]发明人 ヌーナンデイビッドポール
ポポヴィッチアレクサンドラ

发明人 ヌーナン デイビッド ポール
ポポヴィッチ アレクサンドラ

IPC分类号 A61B34/30 B25J13/08 A61B34/20

CPC分类号 A61B10/0233 A61B34/30 A61B90/11 A61B90/13 A61B2034/107 A61B2034/2059 A61B2034/2065 
A61B2034/301 A61B2090/363 A61B2090/3966 A61B34/10 A61B2034/2068 A61B2090/3983

FI分类号 A61B34/30 B25J13/08.A A61B34/20

F-TERM分类号 3C707/AS35 3C707/KS03 3C707/KT01 3C707/KT05 3C707/KT11 3C707/LV03 3C707/LV23

优先权 62/233664 2015-09-28 US

其他公开文献 JP2018530383A5

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种通过计划的工具轨迹通过计划的切入点进入患者的微创手术机器人
手术系统。 机器人手术系统使用光学末端执行器50（例如，激光指示器
或内窥镜），RCM机器人40（例如，同心弧机器人）和机器人控制器
60。 在操作中，机器人控制器60通过RCM机器人40相对于附着在患者
身上的一个或多个标记控制光学末端执行器50的光学瞄准，进而通过患
者的RCM机器人40控制光学末端执行器50的光学末端执行器50。 基于
运动的远程中心与从光学瞄准派生的患者的体积图像中所示的计划切口
点的对齐，来对齐体积图像中所示的计划工具轨迹。 控制。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/233ac8e7-d9bc-43bf-8704-8002d842cc39
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057130415/publication/JP2018530383A?q=JP2018530383A

